
 

 

 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴う対応について 

 

 

１ 松本市空家等及び空地の適正管理に関する条例の改正について 資料２-１ 

令和５年１２月１３日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に

伴い、所要の改正を行うため、現在令和５年松本市議会（１２月定例会）へ改正案を提

出しています。 

 ＜主な改正内容＞ 

ア 条ずれの修正（松本市空家等対策協議会条例も同様に条ずれ修正しています。） 

 イ 用語の整理 

 ウ 所有者の責務規定について 

 エ 所有者等に関する情報の利用 

                                 

 

２ 松本市空家等対策計画の見直しについて 

  同様に、松本市空家等対策計画の見直しが必要となっております。改正法で盛り込ま

れた新たな内容で、主なものは次ページに示すとおりです。これらについて、国から示

されているガイドライン等を参考にしながら、改めて松本市における空き家対策につい

て検討し、松本市空家等対策計画の所要の見直しをします。 

令和６年度に開催する本協議会において、空家等対策計画の見直し案をお示しし、ご

協議いただいたうえで、令和６年度中の策定を目指したいと考えております。なお、各項

目について、現時点での市の考え方を記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本市空家等対策協議会 資料２ 

５．１２.１９ 

住宅課・移住推進課 



①空家等活用促進区域 

＜概要＞  

市区町村は、重点的に空家の活用を図るエリアを定め、規制の合理化等により空家の用

途変更や建替え等を促進する「空家等活用促進区域」を指定できる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現時点での市の考え方＞ 

重点的に空家の活用を図るエリアを指定するほど松本市の空き家の分布には偏在がな

く、空き家であることで特別対応をせず、建築審査会や開発審査会といった、従来どおり

の手法で対応すべき内容であるため、当面は区域指定は行わない方針です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②空家等管理活用支援法人 

＜概要＞ 

市区町村は、空家の活用や管理に積極的に取り組む NPO 法人、社団法人等を空家等管理

活用支援法人に指定できる。市区町村は、指定した支援法人に空家所有者に関する情報を

提供し、支援法人が代わって所有者等の相談に乗ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現時点での市の考え方＞ 

空き家の管理については、管理の委託先についての情報がないとの所有者からのご相談

を受ける事が多々あります。しかし、市では特定の業者をお伝えすることは出来ず、十分

な回答が出来ていない状態でした。そこで、空き家の管理業者に名簿に登録してもらい、

その名簿を市がご紹介するという形で対応することで、空き家の管理に悩む所有者の一助

となるよう、「松本市空家管理事業者登録・紹介制度」を立ち上げる予定です。 

これにより、空家管理に悩む所有者への一定のケアが出来ますので、現段階では空家等

管理活用支援法人による相談受付までは不要であると考えています。 

一方で、空家等管理活用支援法人の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動

しやすい環境を整備することでもあるため、今後は他の自治体例も参考にしながら、その

効果等を検証し、支援法人指定の必要性を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③管理不全空家等 

＜概要＞ 

空家等が適切に管理されておらず、このまま放置すれば特定空家等に該当するおそれが

ある状態を「管理不全空家等」と規定し、特定空家等になる前の段階から、指導・勧告を

行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現時点での市の考え方＞ 

現在、特定空家等については「松本市特定空家等判断基準マニュアル」により判断基準

が定められています。改正法に基づく運用をするのであれば、同様に管理不全空家等につ

いても判断基準を定めなければなりません。一方で、指導・勧告をしなければいけない状

態の空家等であれば、そもそも特定空家等と判断される可能性もあります。こちらについ

ても、その必要性について今後検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④財産管理人による空家の管理・処分 

＜概要＞ 

所有者に代わって空家等の管理・処分を行う「財産管理人」（相続財産清算人等）、 所

有者に代わって建物管理を行う「管理不全建物管理人」の選任を市区町村が裁判所に請求

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現時点での市の考え方＞ 

行政代執行とは別の手法として有用であると考えています。特に、相続人のあることが

明らかでない場合は、将来にわたり空家等の状態が改善される見込みがないため、財産管

理人によって早い段階から手続きを開始することで、適切な対応ができる可能性がありま

す。 

・状態のよい空家等➡活用の可能性が広がる 

・状態の悪い空家等➡周辺へ悪影響を及ぼす前に除却できる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

⑤緊急代執行 

＜概要＞ 

緊急時において除却等が必要な特定空家に対して命令等の手続を経ず代執行を可能とす

る、緊急代執行が新たに規定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現時点での市の考え方＞ 

市民の生命及び財産を守るために、緊急で措置が必要な場合に有用であると考えていま

す。 

 

 


